
施策名 前掲箇所 担当部局名

1水質汚濁の防止

(1)水質総量規制制度等の実施

No1 水質総量規制の取り組み
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策
室

(ア)生活排水対策

No2 最近の下水道施策の概要 国土交通省下水道部下水道企画課

No3 最近の浄化槽施策の概要 環境省廃棄物・リサイクル対策部浄化槽推進室

No4 最近の農業集落排水施設施策の概要 農林水産省農村振興局整備部地域整備課

No5 最近の漁業集落排水施設施策の概要 農林水産省水産庁漁港漁場整備部防災漁村課

No6 最近のコミュニティープラント施策の概要
環境省廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課、
浄化槽推進室

(イ)産業排水対策

No7
瀬戸内海における産業界の代表的な工場の水質改善
の取り組み（事例紹介）

環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策
室

(ウ)その他負荷源対策

No8
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関
する法律に基づく施策概要

農林水産省生産局畜産部畜産企画課畜産環境・
経営安定対策室

No9 農業排水中の窒素及び燐の負荷量の軽減
農林水産省生産局農産振興課環境保全型農業対
策室

No10 持続的養殖生産確保法に基づく施策の概要 農林水産省水産庁増殖推進部栽培養殖課

(エ)河川等の直接浄化を推進

No11 河川の直接浄化の取り組み 国土交通省河川局河川環境課

No12 エコポート施策の概要 国土交通省港湾局国際・環境課

(オ)その他施策の推進

No13
環境技術実証モデル事業（小規模事業場向け有機性
排水処理技術分野）

環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室

(2)有害化学物質等の規制及び把握等

No14
ダイオキシン類対策の概要（ダイオキシン類対策特別
措置法、海防法）

環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策
室・水環境課　地球環境局環境保全対策課

No15
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理
の改善の促進に関する法律に基づく施策概要

環境省環境保健部環境安全課

(3)油等による汚染の防止

No16 油流出事故対策の概要
海上保安庁警備救難部環境防災課、国土交通省
港湾局国際・環境課

No17 大規模石油災害対応体制整備
経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部石油
精製備蓄課

No18 油防除技術に関する技術開発の概要 環境省総合環境政策局総務課環境研究技術室

(4)その他の措置

No19 大阪湾再生の概要
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策
室

2自然景観の保全

(1)自然公園等の保全

No20 瀬戸内海国立公園の見直しの概要 環境省自然環境局国立公園課
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No21 景観法にもとづく施策 国土交通省都市・地域整備局都市計画課

(2)緑地等の保全

No22 森林・林業に関する施策 農林水産省林野庁森林整備部研究・保全課

No23
森林法に基づく保安林および林地開発許可制度の概
要

農林水産省林野庁森林整備部治山課

No24 瀬戸内海における港湾緑地の整備事例 国土交通省港湾局国際・環境課

No25 瀬戸内海における都市公園の整備事例 国土交通省都市・地域整備局公園緑地課

No26 都市計画法に基づく風致地区制度の概要 国土交通省都市・地域整備局都市計画課

No27 都市緑地法に基づく緑地保全地区施策
国土交通省都市・地域整備局公園緑地課緑地環
境推進室

(3)史跡、名勝、天然記念物等の保全

No28 伝統的建造物群保存地区制度の概要 文化庁参事官（建造物担当）

No29 文化財保護法一部改正法の概要 文化庁文化財部記念物課

(4)散乱ごみ、油等の除去

No30 漁場漂流物対策の推進 農林水産省水産庁増殖推進部漁場資源課

No31 瀬戸内海海ごみ対策検討会 環境省中国四国地方環境事務所

No32 市民との協働による河川環境管理 国土交通省河川局河川環境課

(5)その他の措置

No33 生態系や自然景観等に配慮した海岸づくり 国土交通省港湾局海岸・防災課

No34 伝統的建造物群保存地区制度の概要 (No28) 文化庁参事官（建造物担当）

No35 海岸景観形成ガイドラインの概要 国土交通省港湾局海岸・防災課

3浅海域の保全等

(1)藻場及び干潟等の保全等

No36 瀬戸内海の干潟・藻場の概要について
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策
室

No37
第6回自然環境保全基礎調査〈生態系多様性調査（浅
海域生態系調査）の概要〉

環境省自然環境局自然環境計画課･生物多様性
センター

No38 港湾における干潟・藻場等の再生事業の概要 国土交通省港湾局国際・環境課

No39
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく
鳥獣保護区制度について

環境省自然環境局野生生物課

No40 保護水面制度の概要 農林水産省水産庁増殖推進部栽培養殖課

No41
水産基盤整備事業による豊かな海の森づくりの取り組
み

農林水産省水産庁漁港漁場整備部計画課

No42 瀬戸内海環境修復計画の概要
国土交通省港湾局環境整備計画室、水産庁漁港
漁場整備部計画課

No43 大阪湾再生の概要 (No19)
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策
室

(2)自然海浜の保全等

No44 効率的な侵食対策による砂浜の保全、創出 国土交通省港湾局海岸・防災課

No45 自然海浜保全地区制度の概要
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策
室

4海砂利採取に当たっての環境保全に対する配慮

No46 瀬戸内海における海砂利採の状況
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策
室

No47
瀬戸内海海砂利採取環境影響評価調査の概要につ
いて

環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策
室

No48 代替骨材の研究開発の取り組みについて
独立行政法人土木研究所技術推進本部構造物マ
ネジメント技術チーム



5埋立てに当たっての環境保全に対する配慮

No49 瀬戸内海の埋立の状況
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策
室

No50 埋立に当たっての環境保全
環境省総合環境政策局環境影響評価課環境影響
審査室

6廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保

7健全な水循環機能の維持・回復

No51 多自然型川づくり 国土交通省河川局河川環境課、治水課

No52 地下水の涵養に関する取り組み施策紹介
環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環
境室

No53
水循環機能の維持・回復を図るための取り組み（施策
紹介）

環境省水・大気環境局水環境課

No54 森林・林業に関する施策 (No22) 農林水産省林野庁森林整備部研究・保全課

No55 農業排水中の窒素及び燐の負荷量の軽減 (No9)
農林水産省生産局農産振興課環境保全型農業対
策室

No56 下水処理水の再利用に関する取り組み 国土交通省下水道部流域管理官

8失われた良好な環境の回復

No57 瀬戸内海環境修復計画の概要 (No42)
国土交通省港湾局国際・環境課、水産庁漁港漁場
整備部計画課

No58 椹野川干潟地区自然再生事業（補助事業） 環境省自然環境局自然環境計画課

9島しょ部の環境の保全

10下水道等の整備の促進

No59 最近の下水道施策の概要 (No2) 国土交通省下水道部下水道企画課

No60 最近の浄化槽施策の概要 (No3) 環境省廃棄物・リサイクル対策部浄化槽推進室

No61 最近の農業集落排水施設施策の概要 (No4) 農林水産省農村振興局整備部地域整備課

No62 最近の漁業集落排水施設施策の概要 (No5) 農林水産省水産庁漁港漁場整備部防災漁村課

No63 最近のコミュニティープラント施策の概要 (No6)
環境省廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課、
浄化槽推進室

11海底及び河床の汚泥の除去等

No64 河床の汚泥の除去 国土交通省河川局河川環境課

12水質等の監視測定

No65
瀬戸内海における水質モニタリングの概要（常時監
視、広域総合水質調査）

環境省水・大気環境局水環境課、閉鎖性海域対策
室

No66 「大阪湾再生」水質一斉調査の概要
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策
室

13環境保全に関する調査研究及び技術の開発等

No67 せとうちネットの概要
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策
室

No68 環境技術開発等推進費制度の概要 環境省総合環境政策局総務課環境研究技術室

No69 海岸景観形成ガイドラインの概要 (No35) 国土交通省港湾局海岸・防災課

No70 「大阪湾再生」水質一斉調査の概要 (No66)
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策
室

No71
瀬戸内海における新たな環境保全・再生の在り方に関
する調査の概要

環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策
室

No72
閉鎖性海域における最適環境修復技術のパッケージ
化事業の概要

環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策
室

No73
第6回自然環境保全基礎調査〈生態系多様性調査（浅
海域生態系調査）の概要〉

(No37)
環境省自然環境局自然環境計画課･生物多様性
センター

No74 化学物質環境実態調査（暴露量調査）の概要 環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課

No75
干潟及び藻場の造成・再生に関する技術開発の支援
制度の概要

農林水産省水産庁漁港漁場整備部整備課



No76 瀬戸内海沿岸域総合的管理支援データベースの活用 国土交通省国土計画局海洋計画室

14環境保全思想の普及及び住民参加の推進

No77 瀬戸内海環境保全普及活動推進事業の概要
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策
室

15環境教育・環境学習の推進

No78 パークボランティア活動の推進
環境省自然環境局総務課自然ふれあい推進室、
中国四国地方環境事務所

No79 みなとオアシスの推進 国土交通省港湾局開発課

No80 瀬戸内海における環境学習の取り組み事例 環境省近畿地方環境事務所

No81 環境教育等に利用しやすいみなとづくり 国土交通省港湾局国際・環境課

No82 環境教育等に利用しやすい海岸づくり 国土交通省港湾局海岸・防災課

No83 瀬戸内海環境保全普及活動推進事業の概要 (No77)
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策
室

No84
環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推
進に関する法律の概要

環境省総合環境政策局環境教育推進室

No85 環境学習の取り組み事例 国土交通省港湾局環境整備計画室

No86
一般市民への海洋環境保全思想の普及を目的とした
漂着ゴミ分類調査の概要

海上保安庁警備救難部環境防災課

16情報提供、広報の充実

No87 せとうちネットの概要 (No67)
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策
室

No88 瀬戸内海沿岸域総合的管理支援データベースの活用 (No76) 国土交通省国土計画局海洋計画室

17広域的な連携の強化等

No89
健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議の概
要

環境省水・大気環境局水環境課

No90
瀬戸内海における沿岸域圏総合的管理システムの構
築

国土交通省国土計画局海洋計画室

No91 大阪湾再生の概要
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策
室

No92 広島湾再生推進会議
国土交通省中国地方整備局、海上保安庁第六管
区海上保安本部

18海外の閉鎖性海域との連携

No93
世界閉鎖性海域環境保全会議（ＥＭＥＣＳ会議）の概
要

環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策
室

No94 世界の閉鎖性海域のデータベースの概要
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策
室

19国の援助措置
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単位 ｔ/日

S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21

1012 900 838 746 672 630 537 ○

単位 ｔ/日

S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21

(666) (639) (656) (697) 596 564 465 ○

単位 ｔ/日

S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21

(62.9) (47.0) (42.7) (41.1) 40.4 38.1 29.5 ○

1

施

策

の

概

要

担当部局

水質総量規制の取り組み施策名

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

該当箇所番号

なし

１）水質総量規制制度は､人口､産業が集中する広域的な閉鎖性海域の水質汚濁を防止するための制度であり､昭和53年に｢水質汚濁防

止法｣及び｢瀬戸内海環境保全特別措置法｣の改正により導入された｡

２）水質総量規制の対象となる指定水域は東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海､指定地域（指定水域の水質の汚濁に関係のある地域）は20都

府県の集水域､指定項目は化学的酸素要求量（ＣＯＤ）､窒素含有量及び燐含有量となっている｡

３）水質総量規制制度においては､環境大臣が､指定水域ごとに目標年度､発生源別及び都府県別の削減目標量に関する総量削減基本

方針を定め､これに基づき､関係都府県知事が､削減目標量を達成するための総量削減計画を定めることとされている｡削減目標量を達

成するための具体的な方途としては､下水道の整備等の生活系排水対策､指定地域内事業場（日平均排水量が50㎥以上の特定事業場）

の排出水に対する総量規制基準の適用､小規模事業場･農業・畜産農業等に対する削減指導等がある｡

４）なお､削減目標量は､人口及び産業の動向､排水処理技術の水準､下水道の整備の見通し等を勘案し､実施可能な限度において定める

ものとされている｡

５）平成17年5月の「第6次水質総量規制の在り方（答申）」に基づき、平成18年11月に平成21年度を目標年度とする総量削減基本方針

（第6次）を策定したところ。

６）総量削減基本方針を受け、関係都府県が策定した第6次総量削減計画は平成19年5月に環境大臣は同意したところ。

７）関係都府県において、当該計画に基づき削減目標量の達成に向け、各種取組が推進されている。なお、第6次総量規制基準は、新

設・増設施設に対しては、平成19年9月より適用されている。平成21年4月には全施設に適用される。

年度

窒素の削減目標負荷量の推移

（１）ＣＯＤ負荷量

水質総量規制が開始された昭和54年度におけるＣＯＤ負荷量は､瀬戸内海において1,012t/日であったが､汚濁負荷の削減対策の推進に

より、第5次総量削減基本方針の目標年度である平成16年度までに561t/日まで削減され目標を達成した。第6次総量削減基本方針の目

標年度である平成21年度までに、537ｔ/日まで削減されることとなっている。昭和54年度から平成21年度までの削減率は､47％となって

いる｡

（２）窒素・燐負荷量

平成11年度における窒素負荷量は､瀬戸内海において596t/日であったが､汚濁負荷の削減対策の推進により、第5次総量削減基本方

針の目標年度である平成16年度までに､476t/日まで削減され目標を達成した。第6次総量削減基本方針の目標年度である平成21年度

までに、465ｔ/日まで削減されることとなっている。昭和54年度から平成21年度までの削減率は22％となっている｡同様に平成11年度に

おける燐負荷量は､瀬戸内海において40.4t/日であったが､平成16年度までに､30.6t/日まで削減され目標を達成した。第6次総量削減基

本方針の目標年度である平成21年度までに、29.5ｔ/日まで削減されることとなっている。平成11年度から平成21年度までの燐負荷量の

削減率は､27％となっている｡

なお､関係都府県においては､水質総量規制の指定項目に窒素及び燐が追加される以前から､窒素及び燐に係る汚濁負荷量が推計され

ている｡この結果によれば､昭和54年度における窒素負荷量は、瀬戸内海において666t/日であり､燐負荷量は62.9t/日であった｡参考と

して､昭和54年度における窒素及び燐に係る汚濁負荷量と平成21年度の削減目標量とを比較すると､窒素及び燐のそれぞれについて､

30％及び53％が削減されることとなる｡

年度

別添　図参照
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項目２ 対象地域

年度

瀬戸法対象地域

項目３ 燐の削減目標負荷量の推移 対象地域 瀬戸法対象地域

再掲箇所番号

対象地域項目１ CODの削減目標負荷量の推移 瀬戸法対象地域

環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室



出展）発生負荷量管理等調査（環境省）及び関係都府県による推計結果

図　指定地域における汚濁負荷量の推移及び削減目標量

(注1)点線の棒グラフは、関係都府県のデータの集計
(注2)平成２１年度の値は削減目標量とした生活系 産業系 その他系
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単位

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

15 18 21 22 24 25 26

単位

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

63 65 67 68 69 70 72

単位
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要

担当部局

最近の下水道施策の概要施策名

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

該当箇所番号

59

■最近の下水道施策の概要

１）高度処理

　・高度処理とは、窒素やリンといった富栄養化の原因物質等を多量かつ確実に除去できる高度な処理方

法のこと。

　・湖沼、三大湾等閉鎖性水域の富栄養化防止、水道水源水域の水質保全、水質環境基準の達成維持、

下水処理水の再利用を目的としている。

　・平成１８年度末で、合計２９９箇所で実施している。

２）合流式下水道の改善

　・合流式下水道とは、汚水と雨水を同じ管きょで排除する下水道のこと。

　・雨天時に未処理下水の一部がそのまま流出するため水質保全上、公衆衛生上極めて問題である。

・平成１５年９月に、下水道法施行令の改正を行い、平成１６年から原則１０年間での合流式下水道の改善

を義務づけた。

■下水道の整備状況（処理人口・普及人口）

１）平成１８年度末で、下水道処理人口普及率は70.5％（全国平均）である。

２）人口５万人未満の中小市町村では、普及率は41.2％（平成１８年度末）にすぎない。

■下水道の高度処理の普及率

１）平成１８年度末で、高度処理人口普及率は14.8％（全国平均）である。

年度

下水道処理人口普及率

■瀬戸内海における整備状況

・瀬戸内海関係府県における３９６市町村中、３３０市町村で事業着手済み。（平成18年度末見込み。着手

率83％）

■瀬戸内海における高度処理の普及率

・瀬戸内海関係府県における１３２処理場において高度処理を実施中。（平成18年度末）
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項目２ 対象地域

年度

瀬戸内海関係府県

項目３ 対象地域

再掲箇所番号

進捗状況を示すデータ

対象地域項目１ 高度処理人口普及率 瀬戸内海関係府県

国土交通省下水道部下水道企画課
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単位 万人

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６

263 275 283 296 308

単位 ％

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６

7.5 7.8 8.0 8.4 8.8
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最近の浄化槽施策の概要施策名
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該当箇所番号

60

１）平成１７年の通常国会に議員立法として「浄化槽法の一部を改正する法律案」が提

案され、平成１７年５月に可決・成立しました。改正の主な内容は、浄化槽法の目的に

「公共用水域の水質の保全」を追加して明示すると共に、浄化槽からの放流水の水質に

ついて技術上の基準を定めることとされました。また、浄化槽の維持管理に対する都道

府県の監督規定を強化し、法定検査の未受検者に対する助言指導・勧告・命令の規定

を定めました。

２）浄化槽の整備を推進するため、「浄化槽設置整備事業」及び「浄化槽市町村整備推

進事業」の両事業により、個人が設置する浄化槽及び市町村が整備する浄化槽のそれ

ぞれに国庫助成を行っています。

年度

浄化槽の普及率
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項目２ 対象地域

年度

瀬戸法関係府県

項目３ 対象地域

再掲箇所番号

進捗状況を示すデータ

対象地域項目１ 浄化槽の普及人口 瀬戸法関係府県

環境省廃棄物・リサイ クル対策部浄化槽推進室
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単位 ％

H14 H15 H16 H17 H18 対象県すべて

33.3% 34.9% 36.3% 48.6% 51.2%

単位 件

H14 H15 H16 H17 H18 対象県すべて

114 131 162 208 219

単位
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担当部局

最近の農業集落排水施設施策の概要施策名

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

該当箇所番号

61

１）農業集落排水事業は、農業集落におけるし尿、生活雑排水等の汚水又は雨水を処理する施設の整備

又は改築を行い、農業用用排水の水質保全、農業用用排水施設の機能維持、又は農村生活環境の改善

を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与することを目的としている。

２）農業集落排水施設の整備にあたっては、市町村の意向を十分に反映した上で農業集落排水、下水道、

浄化槽の各汚水処理施設の整備に関する「都道府県構想」を策定し、地域の実情に応じた効率的な整備の

推進に努めることとしている。

３）瀬戸内海をはじめとする人口、産業が集中する広域的な閉鎖性水域においては、環境大臣が指定水域

毎に目標年度、発生源別及び都府県別の削減目標量に関する総量削減基本方針を定め、これに基づき、

関係都道府県知事が総量削減計画を定め、農業集落排水等の生活排水対策を推進することとされてい

る。また、指定地域内事業場（日平均排水量が50m3以上の特定事業場)については、排出水に対する総量

規制基準の適用を行っており、この結果、農業集落排水施設における、窒素、リン等の高度処理対応施設

数も年々増加している。

年度

高度処理対応の施設数（累計）

（１）農業集落排水施設の整備状況

瀬戸内海関係府県（京都府、兵庫県は瀬戸内海特別措置法対象地域のみ）における農業集落排水施設の

整備率及び整備済人口は、平成18度末時点において51.2％、495千人となっており、平成14年度から18年

度までの５年間で、それぞれ17.9％、84千人増加している。

（２）高度処理の推進

瀬戸内海関係府県（京都府、兵庫県は瀬戸内海特別措置法対象地域のみ）における農業集落排水施設の

高度処理対応施設数は、平成18年度末時点において219施設となっており、平成14年度から18年度まで

の５年間で、105施設増加している｡
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項目２ 対象地域

年度

瀬戸法対象地域

項目３ 対象地域

再掲箇所番号

進捗状況を示すデータ

対象地域項目１ 農業集落排水処理人口普及率の推移 瀬戸法対象地域

農林水産省農村振興局整備部地域整備課



（注）高度処理対応施設とは、窒素、リン除去対応型の施設をいう。

出典：普及率算定における整備対象人口は、平成１６年度までは平成１５年度の都道府県構想、

平成１７年度以降は各年度の都道府県構想による。
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単位 ％

H14 H15 H16 H17 H18 対象県すべて

22.8 26 29.1 34.6 36.2

単位 件

単位項目３ 対象地域

年度

年度

項目２ 対象地域 瀬戸法対象地域
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・漁業集落排水施設の整備状況

瀬戸内海関係府県（瀬戸内海特別措置法対象地域のみ）における漁業集落排水施設の整備率及び整備

済人口は、平成18年度末時点において36.2％、28千人となっており、平成14年度から18年度までの５年間

で、それぞれ17％、13千人増加している。

進捗状況を示すデータ

項目１ 漁業集落排水処理人口普及率の推移 対象地域 瀬戸法対象地域

施策名 最近の漁業集落排水施設施策の概要

担当部局 農林水産省水産庁漁港漁場整備部防災漁村課

施

策

の

概

要

・漁業集落排水事業は、漁業集落におけるし尿、生活雑排水等の汚水又は雨水を処理する施設の整備又

は改築を行い、漁港・漁場の水質保全又は漁村の生活環境の改善を図ることを目的としている。

・漁業集落排水施設の整備にあたっては、市町村の意向を十分に反映した上で漁業集落排水、農業集落排

水、下水道、浄化槽の各汚水処理施設の整備に関する「都道府県構想」を策定し、地域の実情に応じた効

率的な整備の推進に努めることとしている。
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瀬戸内法対象地域における

漁業集落排水整備済み人口及び処理人口普及率の推移



3 － 1 － 1 － ア 3 － 10 － －

単位 万人

Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６

44 47 40 40 42 40 38 38 37

単位 ％

Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６

0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

単位

6

施

策

の

概

要

担当部局

最近のコミュニティープラ ント施策の概要施策名

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

該当箇所番号

63

○市町村が整備するコミュニティープラントについては、従来より廃棄物処理施設整備

費国庫補助金により支援していますが、国と地方の三位一体改革の協議を踏まえ、廃

棄物の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を総合的に推進するため、平成１７年度

に創設した「循環型社会形成推進交付金制度」においても、引き続き支援しています。

年度

コミュニティープラ ントの普及率

年度

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

項目２ 対象地域

年度

全国

項目３ 対象地域

再掲箇所番号

進捗状況を示すデータ

対象地域項目１ コミュニティープラ ントの普及人口 全国

環境省廃棄物・リサイ クル対策部廃棄物対策課（概要）及び浄化槽推進室（資料）



3 － 1 － 1 － イ － － －

単位

単位

単位

なし7 再掲Ｎｏ

該当箇所番号 再掲箇所番号

Ｎｏ

年度

進捗状況を示すデータ

施

策

の

概

要

【水質総量規制の遵守に向けた事業者の取り組み】

○その後昭和53年に成立した瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき、昭和54年より

CODを対象項目として5次にわたり水質総量規制が実施されている。第5次水質総量規

制からは対象項目として窒素・りんが追加となっている。

○１日あたりの平均的な排水量50m3以上の特定事業場（以下、指定地域内事業場）に

対しては、都道府県知事が定める総量規制基準により業種ごとに汚濁負荷量の値を許

容限度として示しており、指定地域内事業場を設置するものは総量規制基準の遵守義

務がある。

○これに対応するため、事業者は排水処理施設等の設備投資や水の循環再使用に取

り組み、負荷量削減に努めている。

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

○総量規制適用以前から、瀬戸内海においては昭和48年に成立した瀬戸内海環境保

全臨時措置法に基づき、産業排水に係るCODで表示した汚濁負荷量を３年間で昭和47

年当時の１/２カットが実施されてきた。

○また、瀬戸内海環境保全特別措置法の指定物質削減指導方針による、りん及びその

化合物の削減が昭和55年度から、また窒素及びその化合物については平成8年度から

実施されたことから、瀬戸内海においては、他の総量規制地域に先立って、事業者によ

り産業排水の負荷削減の取り組みが実施されてきた。

瀬戸内海における産業界の代表的な工場の水質改善の取り組み（事例紹介）

環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室

対象地域

施策名

担当部局

項目１

裏面参照

年度

項目３ 対象地域

項目２ 対象地域

年度



鉄鋼業における総量規制対策費と汚濁負荷量の推移
（瀬戸内海における12事業所の合計）
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ｔ/
日

窒素対策累計投資額（百万円）

COD対策累計投資額（百万円）

窒素負荷量（ｔ/日）

COD負荷量（ｔ/日）

・凝集沈殿処理

・アンモニアスト リッピング（窒素対

策）

・活性汚泥処理

・COD 連続分析計設置

・含油排水活性炭処理設備設置

・含油排水のカスケード利用化、他

・凝集沈殿設備増設

・活性汚泥設備の補修、他

・処理水の循環使用による排水量削減

・排水の活性汚泥処理化推進、他

・生物脱窒処理設備設置、他

・排水処理設備の更新、他

・ｱ ﾙｶﾘｽ ﾄﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ 導入

・N 、P 連続分析計設置、他

第６回総量規制専門委員会資料より作成

閉鎖性３海域の主な水質改善関係設備設置状況

COD 実績
t/日

総量規制導入 31.5

１９８０年度

１９８１年度
１９８３年度 クラフトパルプ工程排水発生源対策工事
１９８４年度 第１次総量規制基準の適用 30.2

１９８６年度
１９８７年度

ｸﾗﾌﾄﾊﾟﾙﾌﾟ酸素漂白設備設置

１９８９年度 第２次総量規制基準の適用 27.8

酸素法活性汚泥設備増強
ｸﾗﾌﾄﾊﾟﾙﾌﾟ酸素漂白設備設置
焼却炉更新

特殊排水処理設備設置
焼却炉設置

１９９３年度
クラフトパルプ製造設備更新
凝集沈殿処理設備設置
第３次総量規制基準の適用 22.0

１９９５年度
１９９６年度 酸素法活性汚泥設備設置
１９９７年度

第４次総量規制基準の適用 15.8
２０００年度
２００２年度 焼却炉設置

２００３年度
ｸﾗﾌﾄﾊﾟﾙﾌﾟＥＣＦ化工事開始
第５次総量規制基準の適用 14.8

COD削減量
　　　水質改善設備投

資額

２００４年度

16.7t/日  (対'79年度  53%減)

330億円

１９７９年度

１９９２年度

１９９４年度

１９９９年度

１９８５年度

１９８８年度

１９９０年度

　年　　度

瀬 戸 内 海 ( Ｃ 工 場 )

内               容

瀬戸内海における化学業種の対策事例瀬戸内海における製紙業種の対策事例
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単位 戸

H16（12H17（12H18（12H19（12月1日時点）

99.4 99.9 99.9 99.9

単位

単位 %

なし8 再掲Ｎｏ

該当箇所番号 再掲箇所番号

Ｎｏ

年度

全国

進捗状況を示すデータ

施

策

の

概

要

１）家畜排せつ物の不適切な管理に起因した水質汚染や悪臭等による生活環境の悪化、硝酸性窒素やクリ

プトスポリジウム等による人の健康影響に関する懸念の深刻化を背景として、平成１１年に「家畜排せつ物

の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（以下、「家畜排せつ物法」）」が制定され、家畜排せつ物を

管理する際における一定の基準（管理基準）の遵守が義務付けられることとなった。

２）管理基準の一部には施設整備に要する期間を考慮して適用猶予期間（平成１６年１０月末日まで）を設

定。

３）畜産環境対策の促進を図った結果、平成１６年時点で野積み・素掘りが大幅に減少するとともに、家畜排

せつ物発生量の９０％（約８千万トン）がたい肥化処理、液肥化処理など農地還元を行う上で有効な処理

に、８％（約７百万トン）が浄化・炭化・焼却処理等へ仕向けられていると推計される。

４）家畜排せつ物法への対応状況（平成１９年１２月１日時点）については、管理基準対象農家５８，８６１戸

の９９．９％が管理基準に適合。

５）今後は、畜産農家に対して本法の法令遵守を維持させるためにも、適正な管理等運用面における指導、

助言を引き続き行う必要がある。

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

全国の施策と同様

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に基づく施策概要

農林水産省生産局畜産部畜産企画課畜産環境・経営安定対策室

対象地域

施策名

担当部局

項目１ 家畜排せつ物法への対応状況

別添　図参照

年度

全国

項目３ 対象地域 全国

項目２ 対象地域

年度



　○家畜排せつ物の処理の現状　　　　

　　　注：畜産企画課推計

　○家畜排せつ物法への対応状況(平成19年12月1日時点)

家畜排せつ物家畜排せつ物家畜排せつ物
約９０百万ﾄﾝ／年約９０百万ﾄﾝ／年約９０百万ﾄﾝ／年

　　平成11年時点　　　　　　　　 平成16年12月時点
　１.野積み・素堀りへ　　　　　　　　１.野積み・素堀りへ

　　　約　９百万ﾄﾝ／年　　　　　　　　　約　１百万ﾄﾝ／年
　２.たい肥化・液肥化等へ　　　　　２.たい肥化・液肥化等へ

　　　約７５百万ﾄﾝ／年　　　　　　　　　約８０百万ﾄﾝ／年

　３.浄化・炭化・焼却等へ　　　　　 ３.浄化・炭化・焼却等へ
　　　約　６百万ﾄﾝ／年　　　　　　　　　約　７百万ﾄﾝ／年　

家畜排せつ物家畜排せつ物家畜排せつ物
約９０百万ﾄﾝ／年約９０百万ﾄﾝ／年約９０百万ﾄﾝ／年

　　平成11年時点　　　　　　　　 平成16年12月時点
　１.野積み・素堀りへ　　　　　　　　１.野積み・素堀りへ

　　　約　９百万ﾄﾝ／年　　　　　　　　　約　１百万ﾄﾝ／年
　２.たい肥化・液肥化等へ　　　　　２.たい肥化・液肥化等へ

　　　約７５百万ﾄﾝ／年　　　　　　　　　約８０百万ﾄﾝ／年

　３.浄化・炭化・焼却等へ　　　　　 ３.浄化・炭化・焼却等へ
　　　約　６百万ﾄﾝ／年　　　　　　　　　約　７百万ﾄﾝ／年　

家畜排せつ物家畜排せつ物家畜排せつ物
約９０百万ﾄﾝ／年約９０百万ﾄﾝ／年約９０百万ﾄﾝ／年

　　平成11年時点　　　　　　　　 平成16年12月時点
　１.野積み・素堀りへ　　　　　　　　１.野積み・素堀りへ

　　　約　９百万ﾄﾝ／年　　　　　　　　　約　１百万ﾄﾝ／年
　２.たい肥化・液肥化等へ　　　　　２.たい肥化・液肥化等へ

　　　約７５百万ﾄﾝ／年　　　　　　　　　約８０百万ﾄﾝ／年

　３.浄化・炭化・焼却等へ　　　　　 ３.浄化・炭化・焼却等へ
　　　約　６百万ﾄﾝ／年　　　　　　　　　約　７百万ﾄﾝ／年　

家畜排せつ物家畜排せつ物家畜排せつ物
約９０百万ﾄﾝ／年約９０百万ﾄﾝ／年約９０百万ﾄﾝ／年

　　平成11年時点　　　　　　　　 平成16年12月時点
　１.野積み・素堀りへ　　　　　　　　１.野積み・素堀りへ

　　　約　９百万ﾄﾝ／年　　　　　　　　　約　１百万ﾄﾝ／年
　２.たい肥化・液肥化等へ　　　　　２.たい肥化・液肥化等へ

　　　約７５百万ﾄﾝ／年　　　　　　　　　約８０百万ﾄﾝ／年

　３.浄化・炭化・焼却等へ　　　　　 ３.浄化・炭化・焼却等へ
　　　約　６百万ﾄﾝ／年　　　　　　　　　約　７百万ﾄﾝ／年　

管理基準対象農家

（５８，８６１戸）

４８．３％

管理基準対象外農家

（６３，０３０戸）

５１．７％

畜産農家

（１２１，８９１戸）

管理基準対象農家

（５８，８６１戸）

簡易対応

（４，７８７戸）

８．１％

その他の方法※

（１，９９８戸）

３．４％

管理基準適合農家

（５８，８１９戸）

９９．９％

管理基準不適合農家

（４２戸）

０．１％

※「その他の方法」には、畜舎からほ場への直接散布、周年放牧、廃棄物処理としての委託処分、
下水道利用等が含まれる。

施設整備

（５２，０３４戸）

８８．５％

管理基準対象農家

（５８，８６１戸）

４８．３％

管理基準対象外農家

（６３，０３０戸）

５１．７％

畜産農家

（１２１，８９１戸）

管理基準対象農家

（５８，８６１戸）

簡易対応

（４，７８７戸）

８．１％

その他の方法※

（１，９９８戸）

３．４％

管理基準適合農家

（５８，８１９戸）

９９．９％

管理基準不適合農家

（４２戸）

０．１％

※「その他の方法」には、畜舎からほ場への直接散布、周年放牧、廃棄物処理としての委託処分、
下水道利用等が含まれる。

施設整備

（５２，０３４戸）

８８．５％



3 － 1 － 1 － ウ 3 － 7 － －

単位 件

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19（9月末）

0 34 410 2,116 5,332 7,849 9,409 12,322 13,876

単位 kg/10a

60 平成2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

近畿 12.19 11.43 9.74 10.10 9.82 10.03 10.89 9.92 9.47 9.20 8.98 9.42 8.81 8.50

中国 10.52 9.06 9.24 8.70 8.41 8.21 7.66 7.70 7.60 7.62 7.57 6.96 6.12 7.70

四国 10.17 10.33 8.70 8.15 7.87 8.96 8.03 8.68 8.12 7.71 7.52 7.93 8.13 7.67

単位 kg/10a

年産 60 平成2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

近畿 14.09 12.70 10.77 11.54 11.87 11.67 12.27 10.77 10.87 10.86 10.41 10.34 9.40 9.10

中国 10.76 10.12 12.32 12.28 11.67 10.91 10.03 10.65 9.84 10.25 10.01 9.62 8.36 9.94

四国 10.26 10.08 7.75 7.87 6.71 7.77 7.47 8.05 7.57 7.00 6.79 7.76 7.48 6.99

項目２ 水稲単位面積当たりの化学肥料の使用量（窒素） 近畿、中国、四国ブロック

年産

項目３ 水稲単位面積当たりの化学肥料の使用量（りん酸） 対象地域 近畿、中国、四国ブロック

対象地域

項目１ エコファ ーマーの認定件数 対象地域 瀬戸法対象地域

年度
瀬戸内海関係府県

再掲箇所番号

農林水産省生産局農産振興課環境保全型農業対策室

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

・持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に基づくエコファ ーマーの認定件数

農業者が、都道府県の作成した導入指針に基づき、

①　土づくり技術（たい肥等の有機質資材の施用）

②　化学肥料の使用低減技術（局所施肥、有機質肥料の施用等）

③　化学合成農薬の使用低減技術（機械除草、生物農薬の利用、マルチ栽培等）

の３技術すべてに取り組むことを内容とする持続性の高い農業生産方式の導入計画を作成し、都道府県知事が導入計画を認定する。

（認定を受けた農業者：エコファ ーマー）

平成１９年９月末：１３，８７６件（瀬戸法対象地域件数）

・適正な施肥等による化学肥料の使用低減の取組

　水稲単位面積当たりの化学肥料の使用量（近畿、中国、四国ブロック）

　　窒　素　（近畿）　S60：12.19　→　H18：8.50

　　　　　　　（中国）　S60：10.52　→　H18：7.70

　　　　　　　（四国）　S60：10.17　→　H18：7.67

　　りん酸　（近畿）　S60：14.09　→　H18：9.10

　　　　　　　（中国）  S60：10.76　→　H18：9.94

　　　　　　　（四国）  S60：10.26　→　H18：6.99

進捗状況を示すデータ

Ｎｏ 再掲Ｎｏ 559

施

策

の

概

要

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律について

（平成11年法律第110号、平成11年10月25日施行）

１　趣旨

  ・  農地の生産力の維持増進に不可欠な土づくりは年々減退している。

　・　一方、化学肥料や化学農薬の過剰な使用の是正、有機農産物等に対する消費者ニーズは、急速に高まっている。

  ・　こうした緊急の課題に応えるため、全国的に、たい肥等による土づくりと化学肥料・化学農薬の使用の低減を一体的に行う「持続性

の高い農業生産方式」の導入を促進する措置を講じ、環境と調和のとれた持続的な農業生産の確保を図る。

２　概要

（１）持続性の高い農業生産方式の導入指針

    ・  都道府県が、持続性の高い農業生産方式の導入指針を策定

　　・　導入すべき持続性の高い農業生産方式を地域の特性に即して明確化

（２）持続性の高い農業生産方式の導入計画

    ・　農業者が、都道府県の作成した導入指針に基づき、

①　土づくり技術（たい肥等の有機質資材の施用）

②　化学肥料の使用低減技術（局所施肥、有機質肥料の施用等）

③　化学合成農薬の使用低減技術（機械除草、生物農薬の利用、マルチ栽培等）

の３技術すべてに取り組むことを内容とする持続性の高い農業生産方式の導入計画を作成

    ・　都道府県知事が導入計画を認定（認定を受けた農業者：エコファ ーマー）

（３）持続性の高い農業生産方式を導入する農業者に対する支援措置

    ・　導入計画の認定を受けた農業者に対する農業改良資金の貸付けに関する特例

　　　　（償還期間の延長（１０年（うち据置期間３年）→１２年（同３年））

　  ・  導入計画の達成のための都道府県からの指導・助言

施策名

担当部局

農業排水中の窒素及び燐の負荷量の軽減

該当箇所番号
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3 － 1 － 1 － ウ － － －

単位 ％

H15 H16 H17 H18

36% 57% 63% 75

単位 件

H15 H16 H17 H18

230 340 367 380

単位

なし10 再掲Ｎｏ

該当箇所番号 再掲箇所番号

Ｎｏ

年度

全国

進捗状況を示すデータ

施

策

の

概

要

（１）養殖業の発展とともに、生産量の増大を目的とした過密養殖や過剰な餌の投与により、全国的に養殖

漁場が悪化してきている状況にあった。また、我が国においては、養殖用の種苗を海外に依存する傾向が

顕著であり、海外から養殖水産動植物の伝染性疾病が侵入する危険性が高まっていた。これらの状況に対

処し、国民への水産物の安定供給に資するため、平成11年に「持続的養殖生産確保法」が制定された。

（２）同法では、漁業協同組合等は、基本方針に基づいて持続的な養殖生産の確保を図るため、単独又は

共同で養殖漁場の改善に関する計画「漁場改善計画」を作成し、当該漁場改善計画が適当である旨の都

道府県知事の認定を受けることができることとなっている。

（３）魚類養殖を中心に漁場改善計画の策定が進んでおり、漁場改善計画策定漁協の養殖生産量シェア

（全国）は、約75％となっている（平成19年1月末日現在）。

（４）現在、漁協等による漁場改善計画策定の取組を促進するための措置を講ずるとともに、漁場の利用を

行うための定量的データの取所得及び分析、並びに養殖業由来の環境負荷を低減するための実用的技術

の開発等を進めているところ。

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

持続的養殖生産確保法に基づく施策の概要

農林水産省水産庁増殖推進部栽培養殖課

対象地域

施策名

担当部局

項目１ 漁場改善計画策定漁協の養殖生産量シェ ア（全国）

年度

全国

項目３ 対象地域

項目２ 対象地域

年度

漁場改善計画数
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3 － 1 － 1 － エ － － －

単位

単位

単位

11

施

策

の

概

要

担当部局

河川の直接浄化の取り組み施策名

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

該当箇所番号

なし

礫や植生などを用いて、河川が本来持つ自浄作用を活用した水質浄化を実施している。

年度

瀬戸内海の流入河川での実施事例としては、岡山県の旭川水系百間川で礫と植生を組み合わせた浄化施設を設置して

直接浄化を実施している事例、愛媛県の重信川水系石手川で礫を用いた浄化施設を設置して直接浄化を実施している

事例などがある。

ＢＯＤの浄化率については、岡山県の旭川水系百間川の事例で８５％程度、愛媛県の重信川水系石手川の事例で６０％

程度となっている。

年度

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

項目２ 対象地域

年度

項目３ 対象地域

再掲箇所番号

進捗状況を示すデータ

対象地域項目１

国土交通省河川局河川環境課

【 施 設 全 体 写 真 】 【 施 設 写 真 】 【 スク リー ン 清掃状況】



 

⑪ 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 流入水路 

処理水の遮集水路 
↑放流口 

【 施 設 平 面 図 】

 

流出水路 流入水路 

排泥管● 

排泥用散気管 

5m 

小野川 

小野川右岸高水敷 

取水堰＋取水口

【 施 設 断 面 図 】



3 － 1 － 1 － エ － － －

単位

単位

単位

なし12 再掲Ｎｏ

該当箇所番号 再掲箇所番号

Ｎｏ

年度

進捗状況を示すデータ

施

策

の

概

要

国土交通省港湾局では、平成６年に策定した「環境と共生する港湾（エコポート）＜新たな港湾環境政策＞」を環境に係

る指針として位置づけ、これまで環境保全への取り組みを行ってきた。策定から10年が経過し、港湾環境を取り巻く社会

情勢の大きな変化に対応するため、平成１５年６月に国土交通大臣から「今後の港湾環境政策の基本的な方向」につい

て、交通政策審議会へ諮問がなされ、交通政策審議会港湾分科会環境部会から、平成１７年３月に国土交通大臣へ答申

が行われた。答申では、今後の港湾行政について、「港湾の開発・利用と環境の保全・再生・創出を車の両輪として捉え」

「『港湾行政のグリーン化』を図っていく」とされ、現在、本答申（港湾行政のグリーン化）を港湾環境政策の指針と位置付

け、ますます多様化する環境問題に適切に対応していくとともに、過去に劣化・喪失した自然環境を少しでも取り戻し、港

湾のあらゆる機能に環境配慮を取り込んでいく取組を多様な主体と連携・協働しつつ、推進している。

（１）港湾行政のグリーン化の基本理念

①自然環境に優しく美しいみなとへ　②都市と地球の環境に貢献するみなとへ　③市民とともに歩むみなとへ

（２）今後の港湾環境政策の基本的な方向

①良好な環境の積極的な保全・再生・創出、②多様化する環境問題への対応、③環境施策の実施手法の見直し・充実を

３つの柱とし、港湾のあらゆる機能に環境配慮を取り込むこと、即ち、環境配慮の標準化を目指す。

（３）実現に向けた具体的方策

○　海域における水環境の改善及び生物多様性の保全等のため、覆砂及び干潟・海浜・藻場等の保全・再生・創出を行

う。

○　海域環境の保全を図るため、海洋環境整備船により一般海域において、海面に浮遊するごみや油の回収を行う。

○　自然・社会教育活動等の場ともなる海浜等の整備を行う。

○　多様な生物の生息・生育空間になる港湾緑地の整備を行う。

○　循環型社会の形成を促進するため、総合物流静脈拠点港（リサイ クルポート）の形成を推進し、海上輸送による効

率的な静脈物流ネットワークを構築する。

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

○　瀬戸内海における干潟・海浜・藻場等の自然再生事業等の実施箇所

　　尾道糸崎港や広島港等で実施

○　瀬戸内海における海洋環境整備船の配置

　　平成２０年２月現在、６隻の配置

○　瀬戸内海における港湾緑地の整備

　　堺泉北港や尼崎西宮芦屋港等で整備を実施

○　瀬戸内海におけるリサイ クルポートの指定状況

　　平成１８年１２月に三島川之江港が指定され、全国で２１港（うち瀬戸内海で６港）が指定。

エコポート施策の概要

国土交通省港湾局国際・環境課

対象地域

施策名

担当部局

項目１

年度

項目３ 対象地域

項目２ 対象地域

年度



○浚渫土砂を活用した干潟造成

【尾道糸崎港・海老地区】

○海洋環境整備船による油・ゴミ回収

【環境整備船「いこま」（神戸港）による浮遊ゴミの回収状況】

○リサイクルポート施策

【リサイクルポート施策のイメージ】 【循環資源取扱支援施設の例（北九州港）】

防護柵

荷さばき地



3 － 1 － 1 － オ － － －

単位

単位

単位

13

施

策

の

概

要

担当部局

環境技術実証モデル事業（小規模事業場向け有機性排水処理技術分野）施策名

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

該当箇所番号

なし

環境技術実証モデル事業は既に適用可能な段階にありながら、環境保全効果等についての客観的な評価

が行われていないために普及が進んでいない先進的環境技術について、その環境保全効果等を第三者が

客観的に実証する事業をモデル的に実施することにより、環境技術実証の手法・体制の確立を図るととも

に、環境技術の普及を促進し、環境保全と環境産業の発展を促進することを目的とするものであり、平成１

５年度から開始したものである。

小規模事業場向け有機性排水処理技術分野は平成１５年度から本事業の対象技術分野に選定され、平成

１５からの５年間でのべ１１実証機関において計２２技術が実証された。

環境技術実証モデル事業においては、受益者負担の観点から、技術分野ごとに実証開始から２年間程度を

限度として、実証申請者から試験実費を徴収する手数料徴収体制に移行することとされており、小規模事

業場向け有機性排水処理技術分野においては平成１７年度に体制移行のための検討を行い、平成１８、１

９年度と手数料体制において実証をしている。

また、平成20年度からは環境技術実証モデル事業の実績を踏まえ、環境技術実証事業として本格的な実

施体制に移行している。

年度

瀬戸内海関係府県における実施状況は以下の通り。

○大阪府

　平成１５、１６、１８、１９年度に実証機関に選定され、計９技術を実証。

○広島県

　平成１５、１６年度に実証機関に選定され、計５技術を実証。

○香川県

　平成１６年度に実証機関に選定され、２技術を実証。

年度

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

項目２ 対象地域

年度

項目３ 対象地域

再掲箇所番号

進捗状況を示すデータ

対象地域項目１

環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室



3 － 1 － 2 － － － －

単位 pg-TEQ/L

H12 H13 H14 H15 H16 H17

0.14 0.16 0.10 0.12 0.09 0.10

単位 ｔ/日

単位 ｔ/日

なし14 再掲Ｎｏ

該当箇所番号 再掲箇所番号

Ｎｏ

年度

瀬戸法対象地域

進捗状況を示すデータ

施

策

の

概

要

ダイオキシン対策室

1)ダイオキシン類対策特別措置法は、平成11年7月に公布、平成12月1月15日から施行されてい

る。同法では、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、下記に記

載する対策を定めている。

２）同法では、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準として、耐容一日摂取量（ＴＤＩ）

及び大気、水質（水底の底質を含む。）及び土壌の人の健康を保護する上で望ましいとされる基

準（環境基準）を定めている。水質についての環境基準は、年平均値1pg-TEQ/Lが定められて

いる。

３）同法では、排出ガス及び排出水に関する規制として、特定施設を定め、排出規制を行ってい

る。水質基準対象施設については排水基準値（10pg‐TEQ/L）を設け、規制を行っている。

４）また、同法では、都道府県による常時監視及び特定施設の設置者による測定が定められて

いる。このため、都道府県は汚染の状況を常時監視し、その結果を環境大臣に報告することと

なり、平成12年度から全国的に水質の環境調査が実施されている。

５）この他、同法では、廃棄物焼却炉に係るばいじん・焼却灰等の処理等、汚染土壌に係る措置

及び国の計画の策定が義務づけられている。

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

（１）ダイオキシン類継続調査地点における水質の平均値の推移

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、平成12年度から全国的に水質の常時監視が実施さ

れている。ダイオキシン類の常時監視が開始された平成12年度におけるダイオキシン類継続調

査地点の水質の平均値は瀬戸法対象地域においては0.14pg-TEQ/Lであったが、平成17年度ま

でに0.10pg-TEQ/Lまで低下している。

ダイ オキシン類対策の概要（ダイ オキシン類対策特別措置法、海防法）

環境省水・大気環境局総務課ダイ オキシン対策室・水環境課　地球環境局環境保全対策課

対象地域

施策名

担当部局

項目１ ダイ オキシン類継続調査地点における水質の平均値の推移

別添　図参照

年度

瀬戸法対象地域

項目３ 対象地域 瀬戸法対象地域

項目２ 対象地域

年度



3 － 1 － 2 － － － －

単位 ｔ/日

単位 ｔ/日

単位 ｔ/日

なし15 再掲Ｎｏ

該当箇所番号 再掲箇所番号

Ｎｏ

年度

瀬戸法対象地域

進捗状況を示すデータ

施

策

の

概

要

１）特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

（以下「化管法」という。）に基づくPRTR制度は、有害化学物質を環境中へ排出している

量や廃棄物としての移動量を事業者自ら把握し、都道府県市を経由して国に毎年度届

け出る仕組みであり、平成13年度以降のデータが届け出られている。

２）国は、届出データに加え、届出外データを推計し、毎年度公表しているところ。また、

開示請求があれば、個別事業所のデータを開示している。

３）平成２０年２月には、施行後第６回目の届出データの集計・届出外データの推計が

公表された。全国約４万１千事業所から届出があり、届出排出量は、24万5千トン、届出

移動量は22万5千トン、届出外排出量は31万5千トンであった。

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

１）瀬戸内海地域の各事業所においても、他地域と同様に届出が行われているところ。

２）瀬戸内海地域の平成１８年度の各府県の届出事業所数は下記のとおり

　京都府　706、大阪府　1,947、兵庫県　1,852、奈良県　386、和歌山県　362、岡山県

931、広島県　1,004、山口県　636、徳島県　340、香川県　417、愛媛県　548、福岡県

1,434、大分県　379

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく施策概要

環境省環境保健部環境安全課

対象地域

施策名

担当部局

項目１

年度

瀬戸法対象地域

項目３ 対象地域 瀬戸法対象地域

項目２ 対象地域

年度



3 － 1 － 3 － － － －

単位 件

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17

61 60 60 79 70 57 66

単位 隻

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

5 5 6 6 6 6 6 6 6

単位 件

H12 H13 H14 H15 H16 H17 Ｈ１８ Ｈ１９

46 45 47 46 45 46 44 44

なし16 再掲Ｎｏ

該当箇所番号 再掲箇所番号

Ｎｏ

年度

瀬戸内海

進捗状況を示すデータ

施

策

の

概

要

■海洋への油等排出事故による被害を最小限に抑えるため、船艇・資機材の動員、防除措置等を迅速・的

確に実施できる体制の確立に努めているほか、合同訓練の実施等により関係機関との連携の強化を図っ

ている。

●廃油処理事業について

１）廃油処理事業は、ＭＡＲＰＯＬ条約により船舶からの油の排出が原則禁止されていることに対して、「海洋

汚染等及び海上災害の防止に関する法律」（昭和45年12月25日公布）（以下「海防法」）に基づき、船舶の

円滑な運航を確保するとともに海洋の汚染を防止するため、船舶内において生じた不要な油、いわゆる「廃

油」を受け入れ、適正な処理を行うことを目的とした事業である。

２）当該廃油処理事業の実施主体は、民間事業者が海防法第２０条第１項の国土交通大臣の許可を受け

て運営する事業用廃油処理施設、石油精製業者等が海防法第３４条第１項の国土交通大臣への届出によ

り、主に自己の保有する船舶の廃油処理に供するために運営する自家用廃油処理施設及び港湾・漁港管

理者が運営する廃油処理施設がある。

●船舶航行の安全を確保し、海域環境の保全を図るため、瀬戸内海（港湾区域、漁港区域を除く）におい

て、海面に浮遊するごみや油の回収を実施している。（国土交通省港湾局）

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

■瀬戸内海における油流出事故件数（海難や取扱不注意、故意等による）は下段の通り。

●瀬戸内海における油回収兼用船の配備隻数（平成１９年度）は以下のとおり。

油流出事故対策の概要

■海上保安庁警備救難部環境防災課、●国土交通省港湾局国際・環境課

対象地域

施策名

担当部局

項目１ 瀬戸内海における油流出事故件数

年度

瀬戸内海

項目３ 廃油処理施設数の推移 対象地域 瀬戸法対象地域

項目２ 対象地域

年度

瀬戸内海域における油回収兼用船の配備隻数

はりま（近畿地方整備局配備）

いしづち（四国地方整備局配備）

がんりゅう（九州地方整備局配備）

紀淡丸（近畿地方整備局配備）

わしゅう（四国地方整備局配備）

海翔丸（九州地方整備局配備）

はりま（近畿地方整備局配備）

いしづち（四国地方整備局配備）

がんりゅう（九州地方整備局配備）

紀淡丸（近畿地方整備局配備）

わしゅう（四国地方整備局配備）

海翔丸（九州地方整備局配備）

Dr.海洋（近畿地方整備局配備）



3 － 1 － 3 － － － －

単位

単位

単位

なし17 再掲Ｎｏ

該当箇所番号 再掲箇所番号

Ｎｏ

年度

進捗状況を示すデータ

施

策

の

概

要

１）タンカ ー等からの大量の石油流出事故は、いったん発生すると環境等に大きな影響を与える可能性がある。しかし、事故対応の緊急

性、十分な油濁防除資機材の保有の限界、環境汚染の広域化等から、地方自治体や民間のみでは体制を整備することが困難であるこ

とから、大規模石油流出災害に対応する体制の整備に関する事業への支援を実施。

２）本事業は、石油連盟に対し補助金を交付し、同連盟がオイ ルフェ ンス、油回収機等の油濁防除資機材基地を設置。大規模石油流出

災害が発生した際、災害関係者の要請を受け油濁防除資機材の貸し出し等を行うこととしている。

３）瀬戸内海については、平成４年９月から倉敷市に油濁防除資機材基地を設置。

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

瀬戸内海における油濁防除資機材基地及び配備資機材

（１）基地名　　　瀬戸内基地

（２）所在地　　　岡山県倉敷市

（３）開設時期   平成４年９月

（４）配備資機材

・固定式オイ ルフェ ンス

　　　Solid 1150（4000m）、Boom Bag（200m）

・充気式オイ ルフェ ンス

　　　Ro-Boom 1800（500m）、Deep Sea Boom（500m）、Ro-Boom 2200（250m）、Vee Sweep（60m）、Beech Boom（320m）

・油回収機

　　　Tarantula（１基）、Desmi Combination Skimmer（３基）、GT-185-8（２基）、Komara 40 (２基)、Komara 12K（４基）、

      Komara Star（２基）

・移送ポンプシステム（１基）

・ビーチクリーナー

　　　Power Vac（２基）、Mini Vac System（４基）

・回収油バージ 25t（１基）

・オイ ルバッグ

　　　50t（１基）、200t（２基）

・油水分離機（２基）

・仮設タンク

　　　1.5t（６基）、5t（６基）、9t（２４基）

・トレルテント（１基）

・可搬式照明器具（２基）

大規模石油災害対応体制整備

経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部石油精製備蓄課

対象地域

施策名

担当部局

項目１

年度

項目３ 対象地域

項目２ 対象地域

年度



3 － 1 － 3 － － － －

単位

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６

単位

Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８

単位

Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７

18

施

策

の

概

要

担当部局

油防除技術に関する技術開発の概要施策名

Ｎｏ 再掲Ｎｏ

該当箇所番号

なし

環境省においては、環境省設置法に基づき、各府省の試験研究機関等が実施する公害の防止、自然環境の保護・整備

のために行う試験研究費を「公害防止試験研究費」として一括計上し、国の環境保全に関する試験研究の総合推進を

図っている。

　そのうち、以下に油防除技術に関する技術開発に関するものを記載する。

（１）有害液体物質流出時の環境汚染モニタリングに関する研究（平成１４年度～１６年度　独立行政法人海上技術安全

研究所）

　小型船舶や航空機に搭載できる現場向きの環境汚染モニタリング装置を開発し、有害液体物質の有効な環視技術の

確立を図ることを目的とする。このため、複数の有害液体物質が流出した場合の物質同定用のデータベース、核酸状態

の表示に必要な流出範囲等を観測できる監視装置及び避難勧告の判断データとなる危険域の表示技術を含めたシス

テムを開発する。

（２）工事用作業船による浮遊重油回収システムの研究（平成１６年度～１８年度　独立行政法人港湾空港技術研究所）

　回収作業を行う作業船の船種を想定し、これによる回収作業の運用手順を明らかにする。これに従い、搭載する油回

収システムの開発を、現場会場の水温、波、流速を再現し、実際の重油を用いる我が国唯一の大型水槽実験により行

う。最終的に、プロトコルモデルを作業船に搭載して海上で模擬的な作業実験を行い、運用も含めた作業用回収システ

ムの提案を行う。

（３）流出油及び油処理剤の海産生物に対する有害性評価（平成１３年度～１７年度　独立行政法人水産総合研究セン

ター瀬戸内海区水産研究所）

　流出油及び油処理剤の海産生物に対する有害性評価に関する研究を速やかに実施する必要があるため、多環芳香

族化合物（PAHs）及び油処理剤の海産生物に対する有害性評価、PAHs複合添加時あるいは油処理剤添加時の有害性

メカ ニズム解明及び石油類有害性の予測、日本沿岸の海産生物中石油成分濃度の把握を行う。

年度

（２）工事用作業船による浮遊重油回収システムの研究

（１）～（３）は瀬戸内海を含む海域一般を対象とした研究開発である。

年度

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

項目２ 対象地域

年度

項目３ （３）流出油及び油処理剤の海産生物に対する有害性評価 対象地域

再掲箇所番号

進捗状況を示すデータ

対象地域項目１ （１）有害液体物質流出時の環境汚染モニタリングに関する研究

総合環境政策局総務課環境研究技術室



3 － 1 － 4 －
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3
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－
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－

－

1 －

－

単位

Ⅲ．重点エリア

◆大阪湾再生の目標は大阪湾全体での達成が望ましく、大阪湾及びその集水域全体での取り組みが必要

このうち、水質汚濁の状況、親水性などを考慮しつつ、再生への課題が多く、かつ改善する点が多い（概ね神戸市須磨区～大阪府貝塚

市の範囲）を特に重点的に再生を目指す「重点エリア」と設定。

Ⅳ．計画期間

進捗状況を示すデータ

年度

対象地域項目１

施

策

の

概

要

施策名

担当部局

大阪湾再生の概要

環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室

瀬

戸

内

海

関

係

地

域

で

の

実

施

事

例

Ⅰ．行動計画策定の背景と位置付け

◆都市の魅力と国際競争力を高めるため自然と共生した都市再生が必要

◆都市再生プロジェ クト（第三次決定、Ｈ13.12）に「海の再生」が位置付け

◆Ｈ15.７.28、関係省庁及び関係地方公共団体等が「大阪湾再生推進会議」を設置し、大阪湾再生の行動計画策定に向けた取り組み

※大阪湾再生推進会議構成機関：内閣官房、国土交通省、農林水産省、経済産業省、環境省、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良

県、和歌山県、京都市、大阪市、神戸市、（財）大阪湾ベイ エリア開発推進機構

◆H16.3.26　「大阪湾再生行動計画」を策定

◆H16年度以降、毎年の実施状況についてフォ ローアップを実施

◆平成19.3　行動計画策定後３箇年の取組状況、目標の達成状況について「中間評価」を実施

Ⅱ．大阪湾再生に向けての目標

目標：「森・川・海のネットワークを通じて、美しく親しみやすい豊かな「魚庭（なにわ）の海」を回復し、京阪神都市圏として市民が誇りうる

「大阪湾」を創出する」

◆大阪湾再生に向け、関係省庁及び関係地方公共団体等が連携して改善に取組む

◆残された貴重な自然環境の保全を図りつつ、陸域の汚濁負荷

量の削減、海域の浄化対策など、海の水質改善を図り、多様な

生物が生息する健全な生態系を回復し、美しく親しみやすい水環

境となるよう、森・川・海のネットワークを通じて総合的な取組み

を図る

◆目標の達成状況を評価するため、「多様な生物の生息・生育」

と「人と海との関わり」という２つの観点から、それぞれに望ましい

「質の改善」及び「場の整備」に係る具体的な目標を設定

43、9119 再掲Ｎｏ

該当箇所番号 再掲箇所番号

Ｎｏ




